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午後１時２８分開会 

○太田せいいち委員長 では、ただいまから子ども・

子育て支援対策調査特別委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 最初に、記録署名員２名を

私から指名させていただきます。 

  くじらい委員、髙橋委員、よろしくお願いいた

します。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、請願陳情の審査を議

題といたします。 

  初めに、５受理番号３９ どの子も健やかに成

長できる質の高い保育、父母のニーズに対応した

保育を実施するために、待機児童対策、施設・環

境・体制の整備・拡充などを求める陳情、５受理

番号４８ 保育士配置の最低基準の引き上げと国

民の負担増を伴わない保育予算の大幅な増額を求

める意見書を国と東京都に提出することを求める

請願、以上２件を一括議題といたします。２件と

も前回は継続審査であります。 

  執行機関は、何か変化はございますでしょうか。 

○保育・入園課長 特に変化はございません。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 ２本の陳情を一括して審議をし

てきているわけですけれども、この前までは５受

理番号３９を中心に質疑させていただいたのです

が、今日は５受理番号４８について、若干質疑さ

せていただこうと思います。 

  この保育士の配置の基準ですね、基準が改善し

たというふうになっているけれども、実際には配

置の最低基準は改善されていないのじゃないかと

思うのですがどうでしょうか。 

○子ども政策課長 配置の最低基準につきましては

毎年、基準につきましては守って配置していると

ころでございます。 

○ぬかが和子委員 これ意見書提出を求めるので、

国の基準としてどうなのという中身です、別に守

ってますか、守ってませんかはまた別の課題なの

ですけれども、そうじゃなくて、いわゆる、例え

ば、一、二歳児だったら６対１が５対１になりま

したとか、それから３０対１と言っていたものが

２５対１になりましたと言っていて喜んでいたけ

れども、それは最低基準を変えたということでは

なくて、例えば２５対１というふうにやった場合、

すみません、改善をした場合には、これを、例え

ば、そうですね、３０対１だったのに２５対１に

したら加算が付くということで、いわゆる最低基

準というのはもう絶対２５対１にしなきゃいけな

い、だけれどもそうじゃなくて加算が付く、それ

から１歳児足立区でやってるのは分かってますけ

れども、これも１歳児も加算措置で５対１、つま

り５対１にした場合に加算をしますということで

あって、この陳情で言う最低基準が５対１になっ

たとか、もっと下がったとかということじゃない

のじゃないかと思うのですがどうでしょうかとい

うことです。 

○私立保育園課長 今、ぬかが委員がおっしゃるよ

うに、５対１にした分については、予算措置によ

って各事業者に対してその運営費が支払われてる

という状況でございます。 

○ぬかが和子委員 １歳児そうなのですけれども、

私、四、五歳児改善されてよかったなというふう

に思っていたんだけれども、これも当面の間、い

わゆるこの２５対１でやっているところには加算

が付くので３０対１を妨げないとなっていると。

つまり、保育園の裁量によって、この３０対１で

もいいですよというのが現状じゃないかというふ

うに思うのですがどうでしょうか。 

○私立保育園課長 ぬかが委員おっしゃるとおりで
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ございます。 

○ぬかが和子委員 その上で、これ審議会の中でも、

保育の関係者からも声が出てたと思うのですけれ

ども、加算がされるからって、その時間で１人も

雇えるというふうにならないという実態もあるの

じゃないかというふうに思うのですが、その辺ど

うでしょうか。 

○私立保育園課長 金額的なところというところで

よろしいでしょうかね。 

○子ども家庭部長 人材不足等により、当然なかな

か雇うことが難しいということはあると考えてお

ります。 

○ぬかが和子委員 それで、その上で、そこがやっ

ぱり最低基準であるかどうかとの大きな違いかな

と。最低基準の場合は、当然その基準を満たして

なければ、足立区だって監査もしたりこの間も指

導したり、問題視していろいろ取り組んだりした

園がありましたよね、そういう対象になるわけで

すよね。 

  だけれども、そうではなくて、加算とかという

ことになってから最低基準の改定ではないので、

そういう対象にならないわけですよ、３０対１続

けていても、１歳児６対１続けていても。じゃあ

実態がどうなのかというのをお伺いしたいと。当

然、公立保育園はちゃんと、というか１歳児は、

認可保育園は５対１でやっているだろうというふ

うに思うので、四、五歳児の方をちょっとお伺い

したいのですけれども、この四、五歳児は、公立

保育園はどうなのか、私立保育園は実態としてど

のくらいこの２５対１でやれているのかお伺いし

ます。 

○私立保育園課長 ちょっと今手元に資料がないの

ですが、私立保育園においては、全てとは言い切

れませんが、多くの園では２５対１でやっている

というふうに認識ではおります。 

○子ども政策課長 公立保育園におきましては、こ

の２５対１を守って配置をしているところでござ

います。 

○ぬかが和子委員 この２５対１でやれているとい

う例えば私立で言っていても、実際には、足立は

隙間バイトは活用していないということだったけ

れども、そのほかでも非正規とか、そういうこと

でつないでつないでやっているという実態は、本

当に安定した保育の実施にはならないだろうとい

うふうに思うのですよ。 

  つまり、加算ではなくて、これが最低水準だっ

たら３０対１だったらそれはもう認めちゃいけな

いわけですよ。でもそうじゃないというところを、

やっぱり全体としては是正されていくべきであろ

うというふうに思うのですが、区はどうお考えで

しょうか。 

○子ども政策課長 保育の質等の観点から保育の配

置については重要だと考えておりますので、加算、

現在のところ加算ということで認められるところ

もございますので、そちらの方も改善できるよう

に努力してまいります。 

○ぬかが和子委員 考え方聞いてるのですね、さっ

きから、なのですけれども、要はこの今、加算と

いうことだから２５対１と打ち出しても２５対１

じゃなくてもいいという実態がある中で、当然こ

れはやはり基準の改善ということで是正されてい

くべきであろうと思うのですけれどもどうですか

という考え方を聞いたのですけれども、部長どう

ですか。 

○子ども家庭部長 当然お金を加算をしているので、

そのとおりやっていただくというのは、これは基

本なのかなというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 今基本と言われたけれども、今

の制度の立て付けだと、それが残念ながら基本に

★★、加算なのですから、いいですよってなっち

ゃってるから、やっぱりそこを当然是正させてい

かなきゃいけないというふうに思っているのです

ね。 

  ちなみに、今現状で１歳児が５対１で改善され
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た園であっても、四、五歳児は２５対１、１人の

保育士さんで２５人の子どもを見るというのは、

世界水準から見たときにどう認識しているんでし

ょうか、区としては。 

○子ども政策課長 申し訳ございません、世界基準

との比較というのがちょっと手元にないので申し

上げられませんが、国の制度にのっとった運用を

しておりますので、適切だというふうに思ってお

ります。 

○ぬかが和子委員 世界から見ても、やはり配置基

準が緩過ぎるのですよ。もっと少ない子どもの数

を１人の保育士さんで見るというのが当たり前に

なっていて、ちなみに、保護者の方々がアンケー

トを取り組まれたところがあって、そこでも今の

基準の倍ぐらいの保育士さんが欲しいというのが、

いろいろなアンケートの結果でも出てるし、世界

の中でもそういう水準にあるということが実情か

なというふうに思ってるのですね。 

  私ある学習会に出まして、そこで現役の保育園

長さんのお話を聞く機会があったのですけれども、

その中で、例えば５対１、６対１というのはどう

いうことなのかという、一般的に見ると６対１大

変そうだねという話だけになる、５対１が５対１

で、１歳児１人で５人見るということはどういう

ことかということを、区側はどう考えてますかね。 

○保育・入園課長 決して適切な人数配置かと言わ

れると、私個人的にはやはり現場を見学させてい

ただいたときに、やはり保育士の方が大変そうだ

なという印象は受けている、個人的には受けてお

ります。 

○ぬかが和子委員 私、前々回もこの委員会で委員

だったときにも、もう３対１で０歳で大変なので

すよって話は実体験からも繰り返しさせていただ

いたんだけれども、園長先生が紹介してくれた事

例ってのは本当によくそうだなって思うことがあ

ったのですね。 

  時間掛からないので簡単に紹介すると、具体的

に示していて、６対１ってこういうことですよっ

て、１歳児ですね。まず、Ａちゃんがおむつぬれ

てる替えようか、で、Ｂ君がＣ君をかんでる。そ

れから、３月生まれのＤちゃんはまだはいはいし

てる。そして、Ｅちゃんは寝てると、寝るときは

上向きにしないと、呼吸のチェックしなきゃいけ

ない。そして、４月生まれのＦ君はもう走り回っ

ている。これ同時に起こるんですよ、それを１人

で見るんですよということをそういうふうに表現

されたとき、本当に１対今５ですけれども、６と

か、そういう基準というのはやっぱり全体として、

今若干その数十年ぶりに正式な、最低水準じゃな

いけれども、基準を改善したということが一部に

あっても、更に改善が必要だというふうに私思っ

てるのです。 

  そういう点で区からもやっぱり是非、区長会

等々で、教育長会等々で意見を上げていって、ほ

かでは教育長会所管になってないので、区長会等

で意見を上げていっていただきたいと思うのです

がどうでしょうか。 

○子ども家庭部長 特に私も１歳児の５対１という

のはなかなか大変なのかな、０歳の３対１という

のは割とそんなに歩き回らない方なので、１歳児

に対しては確かにかなり大変なのかなと思ってお

りますので、ぬかが委員もおっしゃるとおり、我々

の方も毎年要望させていただいておりますが、引

き続きしっかりと要望していきたいというふうに

考えております。 

○ぬかが和子委員 いや、３歳児だって大変ですよ。

１人の保育士で１５人見る、０歳児私やってまし

たけれども、実際に１人でずっと３人見るという

のは良心的な保育園では不可能です。不可能です。

だって、手二つしかないのですよ。やっぱりそう

いうことが、やっぱり世界の水準から見ても遅れ

るという点なのでね、どこが大丈夫ということじ

ゃなく、全体としてしっかりと声を上げていって

いただきたいと、これを要望しまして質疑を終わ
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りたいと思います。 

○太田せいいち委員長 要望ということで。 

  ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

  次に各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 計、２件とも継続でお願いしま

す。 

○いいくら昭二委員 ２件とも継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 両方とも採択を求めたいと思い

ます。 

○富田けんたろう委員 ２件とも継続でお願いいた

します。 

○佐藤あい委員 ２件とも継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 両方賛成です。 

○髙橋まゆみ委員 ２件とも採択です。 

○太田せいいち委員長 それでは本件は継続審査と

することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定いたしました。 

  次に、６受理番号１１ 子どもを産み育てやす

い新たな制度を求める請願を単独議題といたしま

す。前回は継続審査であります。 

  また、報告事項、足立区子育て支援サービス利

用者負担適正化審議会の実施結果及びこども誰で

も通園制度における規定整備についてが本請願と

関連しておりますので、併せて執行機関に説明を

求めます。 

○子ども家庭部長 それでは、教育委員会の資料の

２ページをお開きください。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  こども誰でも通園制度に関わる件、２点報告さ

せていただきます。 

  まず１点目、利用料に関しまして、子育て支援

サービス利用者負担適正化審議会というのがござ

いまして、この利用料につきまして２回の会議を

持ちました。ここで答申を受けましたので報告さ

せていただきます。 

  答申内容、項番２のとおり、都補助金の活用に

より、このこども誰でも通園制度における利用料

につきましては無償とすべきというような答申を

いただいております。 

  また、これ利用料以外に区に対しての要望事項

がございます。（３）のところでございますが、

誰でも通園制度の利用可能時間について、これは

いろいろな議論がございまして、国の制度では１

０時間、月１０時間というものでございますが、

これを１５時間にした方がいいとか、もっと増や

した方がいいというようないろいろな議論があり

ました。その中で、まずは１０時間という形で４

月当初させていただいて、その後、利用状況を踏

まえながら１０時間にこだわらず最適な利用時間

を設定してほしいというような話がありました。

こちらは我々も１０時間が全てよしというふうに

考えておりませんので、そのような御意見を真剣

に受け止めたいというふうに考えております。 

  また、イの一時保育児事業、誰でも通園制度と

同じ類似の事業がございまして、この利用料につ

きましてはどうするのかというのはいろいろな議

論がありました。これに関しましても公平な利用

者負担の関係であるとか、無償化にすることによ

り既存の利用者がなかなか利用できないのではな

いかとか、やはり、類似の制度であれば無償化に

すべきであるとか、いろいろな御意見もありまし

たので、まずはこの誰でも通園制度の制度が始ま

った後、利用実績を見ながら、こちらの制度につ

いても制度設計を我々の方で検討、検討していま

すが、審議会においてもそのようなことを検討し

ていただいております。 

  また、誰でも通園制度以外の意見、この誰でも

通園制度は０歳から２歳の制度なのですけれども、

０歳児であっても教育的価値はあるので、しっか

りとした支援をしていただきたいであるとか、ま
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た、この誰でも通園制度は始まる前ですが、始ま

ってからもなかなかいろいろな困難があるのじゃ

ないかと、長い目で見てスタートと思って見守っ

ていただきたいというような御意見もいただいて

おります。 

  次のページ、その関連で、誰でも通園制度にお

ける規定整備についての報告でございます。 

  まず利用料に関する規定、先ほどの答申がござ

いましたが、今回、利用料を設定するに当たり、

当初は条例の方で設定しようと思っておりました

が、国の方からいろいろ問合せをさせていただい

ておりまして、誰でも通園制度は教育、保育の給

付ではなくて支援給付との位置付けであることか

ら、要綱で定めることも差し支えないと、問題な

いというふうにいただいておりますので、こちら

の方は我々の方で、要綱の方で規定をさせていた

だきたいと考えております。２３区ほかの自治体

にも確認しましたが、要綱で定めているというふ

うなものを確認していただいております。 

  それと、条例をまた今回、来年、条例を上程さ

せていただきます。 

  （２）ですが、この誰でも通園制度に関わる運

営に関する基準を定める条例というものを上程を

させていただきますが、今回パブリックコメント

をさせていただいて、いろいろな方の意見をいた

だきたいと思います。今月２１日から１２月２０

日までの間、パブリックコメントをしたいという

ふうに考えております。 

  実は、この条例に関しまして国が内閣府令を出

すのですけれども、その内閣府令の国のパブコメ

が１１月９日まで行われておりまして、ちょっと

すみません、ここに資料に書いてるのですけれど

も、本日時点ではこの内閣府令が届いていないと

いうふうに記載させていただきましたが、本日、

届きました。 

  本日届きましたので、その内閣府令を参考にし

て、我々の方で足立区条例の方に落とし込みまし

て、ちょっと時間がないところなのですが、２１

日からのパブコメを掛けたいと思いますので、本

日この今回足立区の条例は添付させていただくこ

とができなくて申し訳ありません、２１日なので

２０日までに各委員の皆様には資料の方提供した

いと思いますので、御了承いただきたいと思いま

す。パブコメの内容を、通常どおり、広報紙であ

るとか、ホームページであるとか、各区民事務所

窓口に配布して、御意見をいただきたいと考えて

おります。 

  そのパブコメの意見を踏まえまして、来年１月

のこの委員会にてパブコメの結果を報告させてい

ただきまして、第１回定例会に条例の方を上程し

ていきたいというふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○くじらい実委員 今回、こども誰でも通園制度に

おける規定整備について御報告いただきましたの

で、ちょっとそこについてお伺いをしたいと思い

ますが、今パブコメの方はもう今日、内閣府の方

から届いてるってことで、２０日までにはこの通

知をして、パブコメに入っていくということで御

報告いただきましたので、しっかり取り組んでい

ただきたいと思います。 

  今回利用可能時間とか利用料金について、審議

会の結果を受けての規定整備が進んでいくんだと

思いますが、ちょっとこれ一つ聞きたいのが事業

者ですね、事業者の募集についてはどうなのかな

というところで、前回の委員会で１１月から１２

月、事業者募集という話もあったと思うのですけ

れども、この状況というのは今現在どうなってま

すでしょうか。 

○保育・入園課長 今現在、私立園につきましては、

ちょっと残念ながらまだリアクションがない状態

でございます。小規模については１園、保育ママ

については３事業者、幼稚園については６園、計
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１０園、今、事前協議のお声をいただいている状

態でございます。 

○私立保育園課長 補足させていただくと、私立保

育園については来週園長会がございますので、そ

の場で説明した上で受付をしたいというふうに考

えております。 

○くじらい実委員 そうしますと、現在のところは

１０園手を挙げていただいてるってことだと思う

のですが、前回の委員会でも、まず事業者がどれ

くらいするかというところは課題が一つあったの

かなと思うのですけれども、今の状況だといかが

ですか、スタートに関しては対応できそうなんで

しょうか。 

○保育・入園課長 事前の想定では８０施設程度と

いうふうにつかんでいたところなのですが、今の

状況ですと、ちょっと施設の手挙げは足りていな

いかなという状態ではございますので、来週以降、

各施設への説明会において積極的に呼び掛けてい

くつもりでございます。 

○くじらい実委員 現状ではちょっと足りてないの

で、またこれから当然募集を掛けていかなきゃい

けないというところで、説明会はされると思うの

ですけれども、この説明会の方では、各施設の方

は参加していただけるような状況なのですか。 

○私立保育園課長 園長会で一応全ての認可保育所

が参加しますので、その場では説明させていただ

く予定になっております。 

○くじらい実委員 今いろいろ規定整備進んでいる

中で、実際にやるところがないと、多分この制度

って破綻してしまうのかなってちょっと危惧はあ

りましたので、そこも含めて規定の整備の方も、

料金ですとか時間というのも一度やってみてから

ってところも何かある、審議会の方では長い目で

見てという御意見もあったと思いますが、これ何

か進んでみないと分からない部分も多々あるのか

なというところで、ただ、事業者の方はスタート

したときにいないと、ちょっとスタートできない

のかなという危惧もありますので、そこについて

はしっかり取り組んでいただきたいと思いますの

で、これは要望でお願いします。 

○ぬかが和子委員 何点か質問させていただきます。 

  今の答弁の中で、実際には１０事業者というこ

とで、制度スタートしてないし、制度の枠組みは

分からないし、審議会の中でもそういう意見出て

たけれども実際にどうしたらいいのか、どうなる

のか。一時保育もやっているとすると、一時保育

と枠が一つしかなかったらどっちを選ぶのかとか、

そういう運営する方にしてみると非常に制度の枠

組みが分からない中で手を挙げづらいというのは

当然だと思うし、私は前回申し上げたように、確

かに保護者の方の気持ちを考えるとキャパがあっ

た方がいいけれども、授業が中途半端な形で子ど

もにマイナスになってはいけないので、スタート

のときに小さくスタートして、それから大きくな

っていくということでもありなんだろうというふ

うに私は思っているのですね。その上で確認も含

めての質疑なのですが、いわゆる今回答があった

１０ですね、小規模とママと幼稚園ですか、ここ

は全部余裕活用型だと思うのですがどうでしょう

か。 

○幼稚園・地域保育課長 保育ママ等小規模に関し

ましては、余裕活用型になりまして、また幼稚園

に関しましては現在行っているプレ保育を充てさ

せていただきますので、実際に今、多様な立場と

いう制度で既に昨年度から実施しているのですが、

幼稚園現在３０施設この制度を利用しております

ので、恐らくその全ての園がそのまま誰でも通園

制度に移行する見込みとなっておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

○ぬかが和子委員 恐らく、この間聞いてると、誰

でも通園制度の方が補助金の仕組みとかがしっか

りできてるので、今既にその多様な他者の補助金

使ってる幼稚園については、そういうことになっ

ていくのかなという気はしてるのですが、幼稚園
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でやっているそのプレ保育というのですか、とい

う仕組みは何歳、このこども誰でも通園制度との

絡みでいうと、要はこども誰でも通園制度の対象

と同じだけ、いわゆる０歳から全部対象になって

いますかね、なってないと思うのですが、どうで

しょうか。 

○幼稚園・地域保育課長 ２歳児に関しましては全

ての園で実施しているのですが、やはり１歳児に

なりますと二、三、二つか三つの幼稚園で、０歳

に関しては一つしかやってないと記憶しておりま

す。 

○ぬかが和子委員 一番ニーズがあるだろうってど

こでも言われているのが１歳児前後ということで

言うと、もちろん幼稚園がそういう形で一般型で

やっていただける、やっているし、そこに移行す

るというのはいいのかもしれないけれども、一番

お母さんの助けが必要なところですかね、お子さ

んが幅広く関わってほしいという０歳１歳のとこ

ろがどうするのかというのが課題なのかなという

ふうに思うのですよね。 

  ましてや恐らく私立保育園とか厳しいのじゃな

いかなと。つまり、審議会の中でもありましたけ

れども第一次不承諾が１，０００名を超えている

中で、枠がなくて特に１歳児は入れなくて困って

いるところへ、いわゆる一般型独立型にしても余

裕活用型といったって余裕がないと。そうなると

手の挙げようがないし、区だって保育園の定数を

削ってやってということではないわけじゃないで

すか。保育を必要とする子どもたちについては、

やっぱり児童福祉法に基づいてきちんと保育をす

るということがあるので、なかなかそこは私立保

育園等々は厳しいじゃないかなって思うのが１点。 

  それともう１点は、その手挙がったというママ

とか小規模というのも、年度の初めというのは確

かに定員が埋まらないママさんとか小規模埋まら

ない場合もあると。だけれども、余裕活用型だか

ら定員が埋まってしまったらそこで終わりという

ふうになってしまうということでは、制度の安定

性というのは非常に困難なのかなという気がして

るのですが、その辺どうでしょうか。 

○私立保育園課長 今、ぬかが委員がおっしゃるよ

うに認可保育所については、余裕活用型であった

場合、定員が埋まってしまいますので、なかなか

年度の当初は入れても年度途中から使えませんと

いう状況になることが考えられます。 

  ただ、私立認可保育所については、できるだけ

専用室を設けて一般型でやるというところで今進

めておりますので、まずは一般型でやらせていた

だいた上で、今後状況を見ながら、余裕活用型等

も活用できればというふうに考えております。 

○子ども家庭部長 若干補足です。 

  令和８年度は、私立認可保育園は、余裕活用型

ではやらないというような形で我々はお伝えをし

ておりますし、協会の方もそういうような形でや

ってますので、私立認可保育園に関しましては、

来年度は一般型でやるところはやっていただくの

かなと。 

  ちょっと余裕活用型につきましては利用人数の

動向であるとかが分からないので、ちょっと１年、

ちょっと先送りという形で今は考えているところ

でございます。 

○ぬかが和子委員 その上で、確かに１面でアンケ

ートの結果でも出ているように、保育園にお子さ

んを預けていない０歳から２歳児の保護者の方々

というのも、本当にその子どもたちがいろいろな

方、子どもと関わりながら、そして保護者もリフ

レッシュできるという仕組みってのは大事だろう

というふうには思っているのですけれども、それ

で制度をちゃんと構築していこうと考えたときに

どうしても、確かに余裕活用型でやるのではなく

て一般型専用室でやっていくことは子どもたちの

成長とか発達、それから、それこそ前回も言った

ように特に０歳から１歳のところだったら２時間

泣いて終わっちゃうなんていう、それで通常の子
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どもたちの保育もなかなか大変になると、全体が、

４月は大体受け入れないのと同じように、一時保

育をこの４月のようなわさわさ感が絶えず続くと

いうことになってしまうわけだから、専用型とい

うのを、専用室型というのを考えていかなきゃい

けないと。 

  そう考えると国の制度のこともあるんだけれど

も、保育園、公立保育園の改築とか、私立保育園

の今後の改築とか施設の問題、ハードとソフト含

めて今後のことを考えたら、そういう独立室型い

わゆる一般型の専用室でやるというような制度構

築をした方向性というのかしら、そういうことを

考えていかなきゃいけないのじゃないかと思うの

ですがどうでしょうか。 

○保育・入園課長 今、ぬかが委員おっしゃってく

ださったように、やはり専用のお部屋でしっかり

とその子たちを保育できる制度を利用していただ

くということが理想ですので、公立園について、

なかなかこの面積の問題もございますので、確約、

ここの場でするということは難しいですが、誰で

も通園制度ができるようなお部屋も含めて建築の

方は進めてまいりたいと思います。 

○子ども家庭部長 確約はできないですけれども、

私は支持してるのは、新しく造る保育園につきま

して、第三上沼田、千住あずま、緑町保育園につ

きまして、それ以降は必ず一時保育ができるよう

な部屋を造るようにという指示はしております。 

○ぬかが和子委員 確かにいろいろな児童福祉法と

か、それに伴ってのいろいろな法令でいくと面積

基準とか、そういう中にそういう制度の仕組みっ

てのはリンクしてないというか、そういう現状が

あるけれども、是非区として、それは公立保育園

だけじゃなくて私立保育園等々も改築等々の、が

あるわけだから、とりわけ民営化園なんていうの

は大体改築が伴うわけだから、そういうところも

そういう基準、そういったレベルに到達できるよ

うに取り組んでいただきたいのですがどうでしょ

うか。 

○私立保育園課長 私立保育園の改築についても、

同様に誰でも通園制度ができるような形で改築す

るように促してまいりたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 それから、今さっき御報告いた

だいた利用料に関する規定の中で、（１）のイの

（イ）のところの米印で言っている私立幼稚園保

育園などの利用料については区立保育園と同様に

国基準を基準とし、までは分かるのですけれども、

各施設が独自に定めるというのは、つまり、東京

都の補助制度を使って審議会では無料でいきまし

ょうと言っている中で、各園施設が独自に定める

というのはどういうことなのかがちょっと理解で

きないのですが。 

○保育・入園課長 国から示されている要綱の中に

は、保護者負担金については、一人一人１時間当

たり３００円程度を標準としというような規定に

なってございます。ですので、その３００円とい

うのを基準にして各施設が設定していただけると

いうような内容になっております。 

○子ども家庭部長 ちょっと分かりにくい。要は、

公立保育園は要綱で定めますよ、私立は要綱で定

めるわけではないということを記載させていただ

きましたが、当然公立と私立で値段が違うってこ

とはあり得ない話なので、当然私立につきまして

も、公立と同じような形でやっていただくような

形になると考えております。 

○ぬかが和子委員 つまり、審議会でここだけはも

う一致してたんだけれども、無料でいくと、補助

金使ってと、そこが勝手に決めて何かここは取り

ますということではなくて、全部その線でいきま

しょうということだと、ちょっと誤解を招く表現

なのかなと、そういうことでよろしいでしょうか。 

○保育・入園課長 ぬかが委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○ぬかが和子委員 それで、最後にしますけれども、

審議会の中で一番意見が分かれたのがこの一時保
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育事業の部分だったと思うのですよ。この間の区

の答弁で、一時保育事業の制度の立て付けと、そ

れから今度のこども誰でも通園制度と、非常に近

いものがあって、それこそ差が付かないというか

ね、だから足立区としても、この一時保育と、そ

れからこども誰でも通園制度の制度を独立型で、

専用室でやっていこうという中では、同じところ

で一つの枠組みとしてやっていけるようにしてい

きたいということも答弁されてるわけですよね。

それでいてこども誰でも通園制度使ったらただで

一時保育は１時間５００円と、これはないだろう

というふうに私は意見をそのときに言ったのです

けれども、いや５００円でいいという意見も一部

にはあったと思うのです。 

  だけれども、先ほども言われたように公平性と

いう利用者の公平な負担ということで考えたとき

に、もっと言えば、今の無償化の流れの中で１年

間預けてただなのに、１時間５００円をそのまま

続けるというのはないだろうと。やっぱりそこを、

キャパを増やす問題とは混同しちゃいけなくて、

キャパはやっぱり少しずつでも努力して広げる、

だけれども、料金についてね、料金を高くするこ

とで利用できない人をつくって抑えようというの

はちょっと発想として違うので、そこは是非前向

きに検討していただきたいと思ってるのですがど

うでしょうか。 

○子ども家庭部長 私もこの誰でも通園制度が始ま

ったときに、一時保育と同じなので、はっきり言

って、これは現場でも無料の方が分かりやすいも

のです。 

  予算的にも、あんまり言ったら怒られますけれ

ども、大した予算ではないのですけれども、導入

当初はやはり利用者の数が見えないので、特に区

民評価代表委員ですか、代表委員はやはり無料に

することでやはり既存の利用者が利用できないの

じゃないかということの懸念があるのかなという

意見がありました。当然このキャパを増やす努力

をしつつ、ある程度それを賄えるようになったと

きに、再度それについては議論、判断していって

もいいのかなというふうには考えておりますが、

それは我々分かりやすい制度が一番いいと思いま

すので、そこはしっかり受け止めて、今後検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 既存の利用者が利用できなくな

るのではという意見が一部あったのも、私もこの

耳で聞いていたんだけれども、一方で、私以外の

委員の方からも、そういうことでハードルを設け

たときに、困難を抱えているような家庭の方々が

申し込めなかったりとか、お金がある人だけが申

し込めるとか、そういうふうな制度であってはい

けないということも意見もあったと思うのですよ。 

  ですからそこは是非、もっと言うと、これが当

初区が言っていたように、利用希望者が推計する

と６，０００人いますと、千何百人のスキームで

スタートしますと、そういうスタートをしたとき

に、一方で、一時保育制度が存続していて利用し

やすいとかというレベルじゃないわけですよ今。

もう来年度を前にして、小さく産んでだとしたら、

もともとキャパ足りないのですよ。 

  そういう中で、じゃあそれが落ちついたら改め

て考えますでは本当にいつになるか分からないと

いうことなので、是非そこは検討していただきた

いということをこれ要望して、終わりにしたいと

思います。 

○太田せいいち委員長 その他質疑。 

○渡辺ひであき委員 質疑を聞いていて質疑をしな

きゃいけないなと思ったのですけれども、そもそ

も、この誰でも通園制度はどのような方の利用を

区は考えてらっしゃるのでしょうか。 

○保育・入園課長 保育施設に通われていない方を

対象として、制度になってございます。 

○子ども家庭部長 もっと分かりやすく言うと、当

然０歳１歳で保育施設に通われてないので、保育

園が必要な方は、そもそも保育園に申し込まれて
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ます。ですから主に幼稚園に通われる予定の方で

あるとか、例えば２歳ぐらいから保育園に入ろう

としている方が主なターゲットになってくるのか

なというふうに考えております。 

○渡辺ひであき委員 議長にちょっと保育、幼稚園

を経営されてるのでちょっと話を聞いてみたら、

やっぱり今、同じような幼稚園に入るための練習

というか、そういうことも含めてということでご

ざいます。 

  １０時間ということについては議論があって、

さっき、ぬかが委員がおっしゃってるとおりだと

いうふうに思っていて、これどれだけその時間が、

運営、運用が始まった後、どれぐらい拡大してい

かなきゃいけないかという議論になっていくのは

間違いなくて、それまでは始めてみないと分から

ないことがたくさんあるからこのような制度のス

タートになってるというふうに思うのですが、区

としてはどんなふうにお考えなのでしょうか。 

○保育・入園課長 今、渡辺委員おっしゃってくだ

さったとおりのことで考えております。 

○渡辺ひであき委員 今ちょこっと、昨日出たので

すか、内閣府の９４条、９５条ですか、さらっと

ちょっと読んでみましたけれども、一体何が違う

のかさっぱり分からないなという気がいたしまし

た。 

  単純に、ぬかが委員がおっしゃったように利用

料有りと利用料なし、これについても、そのこと

について利用者の方から、一時保育の利用者の

方々から話が出たときにどういうふうにそれをお

伝えすることができるのかなって私なんか単純に

思うのですが、それについてはいかがですか。 

○保育・入園課長 一応国の方から示されているも

のとしては、誰でも通園制度についてはお子さん

の成長支援、一時保育については親御さんのリフ

レッシュということが大きな違いになっておりま

すので、そこについてをしっかりと説明していき

たいと考えております。 

○渡辺ひであき委員 ちょっとこれ比較したら大変

失礼なのですけれども、レスパイト事業と少し似

ているところもあるのかなあと思ったりもしまし

た。 

  あと一方で、ごめんなさい、学童と、児童何だ、

児童何でしたっけ、児童室、いや、学童と児童室、

委員長、ごめんなさい、学童と児童室のこととま

た似てるような気がして、一方ではお金を払って

いて、一方ではお金を払っていない、こちらはお

やつが出る出ないって差がありますけれども、そ

れを同じ、住区センターなんかで言うと囲いがあ

るのとないところにいて、じゃあその部屋に行っ

て、学童に通ってるから児童館の方で遊んじゃい

けないのかということになると、それはいいんで

すよね、いかがですか。 

○学童保育課長 どちらも自由に使っていただいて

構いません。 

○渡辺ひであき委員 そういうことがあって、つま

りは国が、こどもどまんなか社会と言って、文科

省以外で埋められるところということで、こども

家庭庁ということになったんだろうというふうに

思います。 

  ただ私たち地方自治体の現場で考えなきゃいけ

ないということは、そうした制度が幾らできてい

ようが、子どもたちの親御さんや子どもたちが感

じるということについては関係のないことになっ

ていて、そうすると私たちはどうやって、今、区

にあるインフラだったり公共施設も含めて、人的

な資源についても、これ本当にうまく配置をする

なり、していかないと、うまく回らないというこ

とが起きていくんだろうというふうに思います。

そして、そこのそれぞれの従事者に対して待遇の

差異があってはいけないし、事務量の差異があっ

てもいけないというふうに思うのです。こうした

ことについて区は今後どのような対応をしていこ

うと考えていらっしゃるのか、お伺いをしたいと

思います。 
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○勝田副区長 常々委員からの、総合管理計画のと

ころも含めて御質問を受けておりますが、やはり

区としても様々、対象者は同じなのに違った角度

からのサービスいろいろあるところはきちんと整

理をして、やはり同じ条件でサービスを提供でき

るような形を取っていかないと、今後の持続可能

性はちょっと厳しいのかなと思います。その辺は

きちんと整理をしていきたいというふうに考えま

す。 

○渡辺ひであき委員 ここから先は４定の一般質問

でやりたいと思います。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○いいくら昭二委員 私、２点ほど質問させてくだ

さい。 

  先ほど部長の方からちょっと御答弁があった審

議会での要望事項ということで、（３）のアとイ

に関してなのですけれども、まず、運用してみて

いってまた考えるって、どのような形、まだ見え

ないってことは分かるのですけれども、やはりこ

れ今回は請願を受けての報告事項になってるもの

です、重いと思ってるものですので、しっかりと

明確な期間というものをいつまでにって、区とし

ては、例えば半年間を目途に考えてそれで考える

とか１年とか、その点というのはちょっと御答弁

がなかったからちょっと教えてください。 

○保育・入園課長 期間につきましては、ひとまず

半年間の利用期間の状況を踏まえまして考えてい

きたいと思っております。 

○いいくら昭二委員 是非、しっかりと半年間を見

ていただいて、お子さんにとってまた保護者にと

っていい形で進めていっていただきたいと思って、

もう１点なのですけれども、やはりこれ大切なこ

の報告になりますので、パブリックコメントの実

施ということで、これは通常いつも大体こういう

ことで、パブリックコメントで様々な周知方ある

のですけれども、今回の周知方法は従来の周知方

法と同じような形になる、それとも、せっかくこ

ういう機会ですので、もう少し広げた部分でもっ

と広く、先ほど、もともとはエッセンスが通われ

てない子さんに対してということでありますので、

なかなか引っかからない関係者にはどのような形

で引っかかるかということも大切だと思うのです

けれども、その点、やはりこのコメントの実施に

関してどのような形ですくい上げていくか、その

点についてもっと広げていっていただければ、何

か今の段階で何か工夫とかあるんでしょうか。 

○保育・入園課長 今考えてございますのは、アプ

リの方で、親子のアプリの方で配信はしていきた

いと考えております。 

  追加で失礼いたします、コドモンでも配信をし

ていきたいと考えております。 

○いいくら昭二委員 今急にお話、質問しましたの

で、是非まだ時間ありますので、是非とも広く周

知方法というのは広げていただける、これ要望し

ときますので、以上です。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○佐藤あい委員 私も１点確認をさせていただけれ

ばと思います。 

  こども誰でも通園制度について報告いただいて

おりますが、現時点でこども誰でも通園制度の利

用に関して何か優先枠のようなものを設ける予定

などありますでしょうか、例えば保育園の待機の

方とか、そういった優先枠に関して。 

○保育・入園課長 今現在、保育の待機の方を優先

というところは、申し訳ございません、優先枠は

設けて、つもりはございません。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  まずは、利用ができる枠自体、スタートは少な

めという中で優先枠とやるのはなかなか難しい部

分はあろうかとは思っておりますけれども、ただ、

やはり、今後進めていく中で、そういった議論も

必要かなと考えておりますがいかがでしょうか。 

○保育・入園課長 以前もそのような御意見を頂戴

しておりますので、今後その利用状況を鑑みなが
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ら検討してまいりたいと思います。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  やはり今回のスタートに関しても、まず本当に

必要とされている方にこの制度が始まるというこ

とがきちんと伝わることと、やはり必要な方に利

用がいただけるような制度設計というのは重要か

と思います。 

  周知方法に関しても、やはり知ってる人だけが

使えるみたいなことにならないように、様々な方

法での周知、必要かと思いますがその点いかがで

しょうか。 

○保育・入園課長 今ちょうどポスターとチラシを

作成しているところでございます。様々な機関を

使って掲出を努めてまいりたいと思っています。

更にアプリですとかコドモンでも配信をしていき

たいと思います。 

○佐藤あい委員 お願いします。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 質疑なしと認めます。 

  次に各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○いいくら昭二委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 採択で。 

○富田けんたろう委員 結論、継続ですけれども、

私も審議会の委員でしたので１点だけ要望だけさ

せていただきますが、もともとキャパがぱんぱん

な中でスタートをするという中で、より多くの区

民の方に使ってもらわなきゃいけないと、公平に

制度を使ってもらわなきゃいけないというのがま

ずあると。 

  ただ一方で試行的にやってる練馬区さんなんか

見ると、もう大量落選ということで抽せんで満室

というか現状が続いていて、子どもたちをやっぱ

りうまく入れ替えていかないと、これ抽せんに落

ちたら全く利用ができないというのが多分今、他

区の現状かなと思いますので、その辺りどうやっ

て入れ替えていくというか、現場の負担感と向き

合いながら運用を是非検討いただきたいというふ

うに今申し上げて継続でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 採択です。 

○髙橋まゆみ委員 少子化を止めるためにも進めて

いただきたいと思いますので、採択をお願いしま

す。 

○太田せいいち委員長 それでは本件は継続審査と

することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  １、以上１件をあだち未来創造室長から、３番

を子ども家庭部長から報告をお願いいたします。 

○あだち未来創造室長 よろしくお願いいたします。 

  政策経営部資料の２ページをお開きください。 

  今年初めて実施しておりますモギ社会人１年目

の実施状況についてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  改めてでございますけれども、実施の概要です

が、社会人になると経験する企画の立案ですとか、

事業の運営、企業訪問などを先取りできるプログ

ラムとして今回実施してございます。 

  今回初めてですけれども、若者の健康をテーマ

に今セブン－イレブンと議論しておりまして、そ

の御報告をさせていただきます。 

  対象者参加者は、記載のとおりでございます。 

  まず７月２６日にモギ入区式を行いまして、以

降、セブン－イレブン・ジャパンの企業訪問です

とか、庁内での企画会議を経まして、先日１０月

４日に、区長に今回の事業の提案をしたところで
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ございます。 

  項番３でございます。 

  今回この企画に参加してる若者が提案した内容

でございますけれども、事業名はワカモノ健康モ

チベ高め隊プロジェクトということで、これ若者

たちが考えたテーマになってございます。 

  目的に関しましては、健康に対して取組をして

いない、関心はあるけれども取組をしていない若

者に対して意識する機会を提供して、行動変容の

きっかけをつくっていただきたいというのが目的

となってございます。 

  事業の内容ですけれども、大きく分けますと３

点ありまして、コンビニに売っている商品を２点

程度使って健康的なメニューを御紹介すると。そ

のメニューをＳＮＳ等で発信しながら、最終的に

はアンケート等を取りながら更に情報発信をして

いくというような中身になってございます。 

  この企画ですけれども、来年の１月をめどに今、

セブン－イレブンと調整しておりまして、なかな

かやはりセブン－イレブンさんも事情があります

ので全てできるかちょっと分かりませんけれども、

今調整中でございます。 

  一旦当初の予定の６回の会議は終了いたしまし

たけれども、若者たちも自分で最後までやってみ

たい、事業やってみたいということでお話ありま

したので、１月に向けて今取り組んでいるところ

でございます。 

  また１月の事業、終了いたしましたら改めて御

報告をさせていただきます。 

  私からは以上です。 

○子ども家庭部長 では、教育委員会の資料の４ペ

ージをお開きください。 

  企業主導型保育施設に対する災害備蓄品の購入

費補助の実施についての報告でございます。 

  前回９月の第６号補正によりまして、この企業

主導型保育施設以外の保育施設、幼稚園、災害備

蓄品の助成費用を計上させていただいておりまし

た。 

  今回この補助対象外となっていた企業主導型保

育施設に関しまして、アンケート等調査をさせて

いただいて、備蓄の確認状況を調査しました。 

  項番１のとおり、トイレ以外、水と食料品で３

日分、我々が求めている３日以上の備蓄を確保し

ているところが全２７施設のうち１２施設であり

ました。 

  今回同じような保育園ですので、備蓄の方を、

国の補助がありますのでお願いしたところなので

すけれども、やはり３日分というなかなかことは

難しいということと、トイレの簡易トイレもお願

いしておりますので、国の補助以外ではなかなか

難しいということの意見が多うございましたので、

今回、区として、３日分、ほかの保育施設と同じ

ように備蓄を求める、その上で区の方でも当然費

用の方を補助させていただくという形をさせてい

ただきたいと考えております。 

  対象は２７施設で児童数、園児数が４５０人と

なっておりますが、必要経費の方は全てマックス

でこちらの方に記載させていただいております。

こちらの方はこの企業主導型予算の予算内で対応

可能となっておりますので、予算流用で対応させ

ていただき、今回、企業主導型の方も対象とさせ

ていただきたいと考えております。 

  私からは以上になります。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に移ります。 

  何か質疑はございますか。 

○土屋のりこ委員 今御報告いただいた企業主導型

へも補助を追加するということなのですけれども、

まず一つ目、国の補助だけでは厳しいというふう

に説明されたのですけれども、要する運営費を使

って減らして、使って備蓄に充てるということを

指して国の補助だけでは厳しいとおっしゃってる

のですが、では前回の補正で３定の補正で金額５

００円から２，０００円にアップしたほかの認可

保育園の運営費で、この災害備蓄をすることは可
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能か不可能かという点ではどうなんでしょうか。 

○私立保育園課長 私立認可保育園の運営費の中で

対応することは可能でございます。 

○土屋のりこ委員 ですよね、なので、企業主導型

だけが運営費から、国の補助は区の補助だと言う

からちょっとややこしくなるのですけれども、要

するに、通常の運営費から災害補助をするにはや

っぱり厳しいということで、特別に災害備蓄３日

分とりわけ足立区としても推奨するのでお願いし

ようと、補助をしようという趣旨だと思いますの

で、ちょっと今の説明をされると、むむっと思っ

てしまったので、一言言わせていただきます。 

  もう一つ、実際今回もアンケートを取られて、

こういう結果だったという調査結果も報告いただ

いてるのですけれども、でも、今回企業主導型を

追加する前のほかの認可保育園とか小規模とかに

対しても同様にアンケートを取られたのかと思い

ますが、その中でも今回、企業主導型にあったア

ンケートで聞かれたように、運営費から災害備蓄

に充てることができることは御存じですかという

ようなことを認可保育園等にもアンケートで聞か

れたのですか。 

○私立保育園課長 そのような趣旨では聞いており

ません。 

○土屋のりこ委員 ですよね、だから、今回このア

ンケートを受け取られた企業主導型保育園の経営

者の方は、何だかちょっと軽んじられているとい

うか、区の支援が必要なのに、できること、運営

費から災害備蓄に充ててないというふうに責任追

及されているように感じてちょっとショックを受

けたというふうな声が寄せられて、区の方に返し

たところ、すみませんでしたと私には電話で謝っ

ていただきましたけれども、ちょっとこれまでの

アンケートと同様なアンケートではなかったとい

うところとか、何かしら排除することを正当化し

ようとしているように感じてしまうもので、そう

いったところはちょっと次回改めて今後改めてい

ただきたいといいますか、こうやって結果的にや

っていただいたのでありがたい、ありがとうござ

いますということは皆さんおっしゃってます、企

業主導型の方も、ただ、やっぱり過程において、

ちょっと公正感がないというか欠けるかなという

ところがあったということなのですが、区はそれ

のことはどう、見解はいかがでしょうか。 

○勝田副区長 私も土屋委員から御連絡いただいて、

アンケートを見て確かにそういう★★を持ちまし

た。非常に配慮が足りなくて大変申し訳なかった

と思います。 

  お子さんに関しましては、どこの施設にいても

同じ足立区の子どもですし、ただ、足立区に来て

る以上は、他区の区から来ていてもやはりその中

で、足立区の中にいる子どもをやはり守っていく

責務もありますので、今後そういったことのない

ように十分配慮して取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

○土屋のりこ委員 そういうことですので是非お願

いしたいということと、やっぱり企業主導型とは

いえ、そこの企業に勤めていらっしゃる方は結構

中小企業だったりとか近くの足立区民の方が多い

ので、企業と契約されている家庭であっても足立

区民であったり、地域開放の枠はもちろん足立区

民であったり、認可保育園でももちろん、周辺区

から葛飾区、荒川区から来ておられる方もいらっ

しゃるという中ですし、企業主導型とはいえやっ

ぱり足立区民の子どもたちが多いと、ではないか

というところは受け止めていただけたらというこ

とを追加して、基本的には感謝されてますので、

そのことはお伝えしておきます。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○岡安たかし委員 私も企業主導型のこの件につい

てなのですけれども、ちょっと今回足立区でこれ

をちゃんとやるということで、これはこれで大変

にありがたいし、今他の委員からも話あったとお

り、企業の方からも感謝の言葉が出てるかと思い
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ます。 

  なので横出しの話で申し訳ないのですが、先ほ

どもありましたとおり、この企業主導型の方は、

普通の足立区内の認可保育園ですとか認証とかね、

保育ママさんなんかのお子さんと違って、区外の

保護者、区外のお子さんは比率としては多くなっ

ちゃうと思うのですね。 

  ただ、足立区内に企業があってそこに保育園が

あるからということでしっかり、１人２，０００

円とはいえしっかりと補助を出して、こういう備

蓄品を充実させていく、これは大事なことだと思

うのですけれども、逆を考えたときに、じゃあ江

戸川区で葛飾区で荒川区で台東区で、もっと言え

ば杉並区、大田区で、同じようにちゃんとやって

くれてるのかなって、そこに足立区の保護者、足

立区のお子さんが行ってる場合、同様のことにな

ってないと何か不平等だなって感じちゃうのです

けれども、もちろんこれ足立区に言う話ではない

のですが、何かそういう意見交換ができる場があ

ったら、ちょっとそういうところをしっかり、２

３区だけでも統一して頑張っていきましょうよと

いうようなことが言える場があると、区長会で言

う話でもないんでしょうけれども、少なくとも大

手企業でありますよね、ちょっと大きな、こっち

の区にもある、こっちの区でもちゃんと保育施設

造ってるというところ、そういうところは平等に

やって、区から補助があろうがなかろうが平等に

やってもらいたいと、その辺を企業側との意見交

換とかできたらと思うのですけれども、何かそう

いう情報ってつかんでますでしょうか。 

○勝田副区長 今回の今この企業型のお子さんたち

に対しての費用を出すというところでは、やはり

今、岡安委員がおっしゃったように、区外から来

ている子どもの★★、はどうするのという話もあ

りましたけれども、やはり同じ足立区内にいる子

どもをやはり区内の子、区外の子ということで分

けて備蓄品を提供するのはなかなか難しいという

ことで判断をさせいただきました。区外の状況は

ちょっと私どもは把握しておりませんが、どうい

う形で区の取組を他区の方にも波及していただく

ように情報提供できるかそれちょっと検討してい

きたいと考えております。 

○岡安たかし委員 本当に足立区の保護者、またそ

のお子さんがどの区の企業型保育施設に行っても、

やっぱり安心できる、そういう環境を大事だと思

うので、これは要望ですけれども、できる範囲で

しっかり他区の方にも、足立区もこうやりました

ので是非という、そういうような情報提供してい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 続きまして、その他に移り

ます。 

  何かございますか。 

○富田けんたろう委員 私からは全家庭訪問につい

て、ちょっとだけ質疑というか聞きたいことがご

ざいますので、１０月からスタートをして、もう

そろそろ１か月半ということで、改めてその予約

の状況、今どんな状況なのか教えてください。 

○子ども政策課長 現在、１１月１０日現在の登録

者数なのですけれども、１，７７９名となってお

ります。前回１０月１６日現在の説明では１，０

２２名ということで、約８００名ほど増えている

状況でございます。 

○富田けんたろう委員 順調に予約が入ってるのか

なと思うのですが、ちょっと私が聞いたのは、絵

本が２週間たっても届かないという声を聞きまし

た。実際私ちょっとその画面を見せてもらったの

ですね、アプリかな、違う、ウェブサイトだ、２
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週間以上明らかにたってるのに何かまだ発送もさ

れてないみたいな画面になっていて、何か今絵本

って実際届いてるのでしょうか。 

○子ども政策課長 確かに、画面の切替えにつきま

しては更新されてないということでお話を伺って

おります。それについては、例えば、何日間か更

新に時間が掛かるというようなお話を伺っており

ます。 

  また、発送について遅れてるというふうな情報

が、ごめんなさい、私の方に届いておりませんで

したので、改めて事業者に確認して、もし遅れて

る場合があれば、正していきたいというふうに思

っております。 

○富田けんたろう委員 画面のせいについては、い

ろいろそのシステムのあれかと思うのですが、た

だそもそもＱＲ読み取って、申請をしてからやっ

ぱり２週間、普通にたってると、にもかかわらず

届いてないという声が１件や２件届いているので

私のところに、ですからちょっとパソナさんに現

状、絵本の発送どうなってるのかというのは、ち

ょっと確認いただきたいなというふうに思います

が、どうでしょうか。 

○子ども政策課長 パソナとの打合せが来週の月曜

日にございますので、ごめんなさい、すぐ確認し

て対応するようにいたします。 

○太田せいいち委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

  以上をもちまして子ども・子育て支援対策調査

特別委員会を終了いたします。 

午後２時３０分閉会 


